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１ 下請状況等調査について

（１） 調査対象者及び調査方法

監督体制強化工事について、元請負人及び一次下請負人（警備会社含む。当該

総合振興局・振興局管外に所在する下請負人は除く。）の会社事務所において、

関係書類等を確認し実施することとする。なお、必要に応じて二次以下の下請負

人に対しても調査を行うこととする。

また、調査については面接調査のみとする。

（２） 調査項目

農業農村整備事業に係る建設工事下請状況等実態調査要領に準じ 別記「下請

状況等調査票」に基づき実施する。なお、工事施工期間中に確認可能な項目を基

本とする。

（３） 調査実施時期

工事規模や工事工程表等の内容を参考とし、調査項目の確認が可能な時期に適

宜実施することとする。

（４） 調査結果の通知及び報告

調査の結果については別記第５号様式により請負人に対して通知し、指導事項

がある場合は改善等状況報告書（別記第５号様式別紙）の提出を求めることとす

る。

２ 安全パトロール

総合振興局・振興局で制定する「農業農村整備事業に係る建設工事安全パトロール

実施要領」に基づき実施することとする。

３ 施行成績評定への反映

調査等の結果により評定点を修正する場合の取扱いについては、「工事施行成績評

定基準」第７第２項に基づき、「成績評定修正判断基準」（別記第４号様式）により「北

海道建設工事施行成績評定要領別記２－１号様式 ５ 修正評価点」欄に記入し、請

負人に通知することとする。

また、修正対象とする指導事項は工事の適正な体制の確保に対するもので発注者と

元請負人間での指導事項のみとし、２０点を上限とする。

なお、関係法令に違反する疑いがあるときは関係行政機関に報告すること。



４ 請負人への周知

契約締結時に「成績評定修正判断基準」（別記第４号様式）を配布し、調査等の実

施結果に基づき評定点を修正することについて請負人に周知することとする。

５ 成績評定点の修正

下請状況等調査及び安全パトロールの実施結果に基づき評定点を修正した場合は、

工事施行成績の評定結果について（北海道請負工事施行成績評定要領別記第２-１号

様式）に「施工体制チェックの強化に伴う修正評定点の集計」（別記第６号様式）を

添付すること。

６ 説明請求等

請負人から評定結果について説明請求があった場合は「北海道請負工事施行成績評

定要領の制定について」（平成１０年２月１８日建情第６８６号付け）第８により行

うこととする。

７ その他

調査等の処理手順については、別紙「監督体制強化工事に係る建設工事下請状況等

調査及び建設工事安全パトロール実施フロー図」を参考とすること。
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